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[合計特殊出生率の推移]
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本町における年少人口（15歳未満）は減少傾向にあり、また総人口に占める割合も同様の傾向にあります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
少子化の典型的な指標とされる合計特殊出生率（女性が一生の間に生むと推定される子どもの数を示す値）は、国・県の

数値を上回りながら推移しており、平成20年では1.57となっております。出生数についてはほぼ横ばいで推移しており、

出生率（人口1,000人当り）についても横ばいであるものの、国・県より低い値で推移しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

少子化の進行は、子どもが豊かな人間関係を築いていく機会や場を減少させ、ふれあいを通じて培われる思いやりなどの

人格形成を阻害するおそれがあり、さらに、経済成長への影響、生活水準への影響、地域社会への影響が予想されます。

このような状況を踏まえて、美しく暮らしやすい環境、感性ゆたかな教育を尊重し、みんなで支えあい、子育て、子育ち

のまちを築きあげていくことが必要です。  

 

[出生数及び出生率（人口1,000人対）の推移]
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[総人口と年少人口割合の推移]
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出雲崎町 次世代育成支援後期行動計画 
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ダイジェスト版 
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いきいき いずもざきっ子プラン 

出雲崎町 次世代育成支援後期行動計画の内容 

 

計画の目的・背景 
次世代育成支援を推進するため、平成15 年7 月に「次世代育成支援対策推進法」が制定され、地方公共

団体及び事業主が行動計画を策定し、次世代育成支援対策の推進が図られてきました。 

本町においても、平成 17 年度から前期計画である「いきいきいずもざきっ子プラン」を基に子育て家庭

への支援に取り組んできましたが、それを見直し、より一層の子育て環境の整備を推進するため、平成 22

年度から平成26 年度までの後期計画を策定するものです。 

 

計画の期間 
この計画の全体の期間は、平成 17 年度から 10 年間ですが、本計画期間は後期 5 年間として、前期計画

（計画期間：平成17 年度から21 年度まで）を見直し、平成22 年から平成26 年度までを計画期間として

策定しています。 
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前 期 計 画 後 期 計 画 

見直し 

心身ともに健康で、豊かな心、みんなで支えあう 

子育て 子育ちのまち いずもざき 
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＜ひとり親家庭等の自立支援推進＞ 

№ 事 業 名 事 業 の 内 容 担 当 課 

1 
ひとり親家庭等医療費助成

事業 

ひとり親家庭等の保護者と児童（18歳まで）の医療費（入院・通

院）を助成する。（所得制限あり） 
保健福祉課 

2 児童扶養手当 ひとり親家庭等に対して手当を支給する。（所得制限あり） 保健福祉課 

 

＜障害児施策の充実＞ 

№ 事 業 名 事 業 の 内 容 担 当 課 

1 障害児保育事業 
保育に欠ける障害児の保育を行うことにより、社会生活の適応を培

い、障害児の健全育成を図ることを支援する。 
保健福祉課 

2 特別支援教育就学奨励事業 
特別支援学級へ就学する児童・生徒の保護者等の経済的負担を軽減

するために就学に必要な経費の一部を援助する。 
教育委員会 

3 特別児童扶養手当 
精神又は身体に一定の障害を有する児童の福祉の増進を図るため

に、その保護者に手当を支給する。（所得制限あり） 
保健福祉課 

4 与板地区プレイ教室 
療育が必要な母子を対象に遊びや保育を通しての発達・発育支援を

行う。 
保健福祉課 

5 育成医療給付事業 
身体に障害があるか又はその障害を残すと認められた児童に対し

て医療給付を行う。 
保健福祉課 

6 療育相談 
運動及び精神機能の発達に障害をきたす恐れのある乳幼児に対し

て、早期に適切な療育指導を行う。 
保健福祉課 

 

子育て関係機関 

関係機関名 電話番号 FAX番号 

出雲崎町役場 総務課 （0258） 78-2290 （0258） 78-4483 

   〃   町民課   〃   78-2294 〃 

   〃   保健福祉課   〃   78-2293 〃 

   〃   建設課   〃   78-2296 〃 

出雲崎町 教育委員会   〃   78-2250   〃   78-4559 

出雲崎町社会福祉協議会   〃   41-7133   〃   41-7134 

出雲崎保育園   〃   78-4786   〃   78-4561 

小木之城保育園   〃   78-2356   〃   78-3896 

出雲崎小学校   〃   78-2205   〃   78-2206 

出雲崎中学校   〃   78-2137   〃   78-2164 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行／出雲崎町保健福祉課 

〒949-4392 新潟県三島郡出雲崎町大字川西140番地 

TEL(0258)78-2293（直通） FAX（0258）78-4483 

E-mail hukushi-h@town.izumozaki.niigata.jp 

発行日／平成22年3月 

イラスト／長編アニメーション映画「良寛さん」制作実行委員会 提供 
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＜地域の活性化（次代の親・子どもへの良い影響）＞ 

№ 事 業 名 事 業 の 内 容 担 当 課 

1 学校給食地産地消補助事業 
小中学校給食用の米について、統一方式米と独自方式コシヒカリ

（地元生産コシヒカリ）の購入差額を助成する。 
教育委員会 

 

 

４．職業生活と家庭生活との両立の推進 

 

№ 事 業 名 事 業 の 内 容 担 当 課 

1 延長保育事業（再掲） 
保育園入園児童のうち、通常保育時間外に保育が必要な児童を保育

する。 
保健福祉課 

2 2歳未満児保育事業（再掲） 
就労状況の変化によりニーズの高まっている０,１歳児に対する保

育の充実を図る。 
保健福祉課 

3 
放課後児童健全育成事業

（再掲） 

放課後、保護者が就労等で適切な保護が得られない小学校児童を預

かる。 
保健福祉課 

 

５．子どもにやさしい町づくり 

＜安全な道路交通環境の整備＞ 

№ 事 業 名 事 業 の 内 容 担 当 課 

1 歩道改良事業 歩道のバリ歩道のバリを行リ。 建 設 課 

 

＜安心して外出ができるまちづくり＞ 

№ 事 業 名 事 業 の 内 容 担 当 課 

１ チャイルドシート貸与 

6歳未満の乳幼児の保護者を対象に使用する乳幼児1人につき1

基、乳児用・幼児用・学童用のいずれかのチャイルドシートを無償

貸付する。 

総 務 課 

 

＜子どもの不慮の事故防止活動の推進＞ 

№ 事 業 名 事 業 の 内 容 担 当 課 

1 交通安全教育事業 
自転車教室、ダミー人形事故実験等の各種交通安全教室、街頭指導

を行う。 
総 務 課 

 

６．支援を要する家庭への支援 

＜児童虐待防止対策の充実＞ 

№ 事 業 名 事 業 の 内 容 担 当 課 

1 子育て支援協議会事業 要支援児童に対する支援を行う。 保健福祉課 
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１．地域における子育ての支援 

＜地域における子育て支援・保育サービスの充実＞ 

№ 事 業 名 事 業 の 内 容 担 当 課 

1 通常保育事業 小学校入学前の保育に欠ける児童を保育する。 保健福祉課 

2 延長保育事業 
保育園入園児童のうち、通常保育時間外に保育が必要な児童を保育

する。 
保健福祉課 

3 一時預かり事業 一時的に保育が必要になった未就園児童を保育する。 保健福祉課 

4 保育所地域活動事業 
保育所の行う地域活動事業（世代間の交流、異年齢児との交流、保

護者への育児講座等）を支援する。 
保健福祉課 

5 ２歳未満児保育事業 
就労状況の変化によりニーズの高まっている０,１歳児に対する保

育の充実を図る。 
保健福祉課 

6 保育所保育料軽減事業 
町の保育料を国の徴収基準額よりも安くし、子育て世帯の負担の軽

減を図る。 
保健福祉課 

7 だっこちゃん教室 
身体測定・個別相談・スキンシップ体操・ママロビ講座などを通し

て、養育者の情報交換及び仲間づくりを行う。 

社会福祉協議会 

保健福祉課 

8 放課後児童健全育成事業 
放課後、保護者が就労等で適切な保護が得られない小学校児童を預

かる。 
保健福祉課 

 

＜子育て支援のネットワークづくり＞ 

№ 事 業 名 事 業 の 内 容 担 当 課 

１ 
子育て関係パンフレットの

作成・配布 

子育て支援制度の啓発活動として、妊娠期から正しい情報を提供し

ていく母子保健事業関係パンフレットとこの計画のダイジェスト

版として子育て支援関係事業を網羅したものを配布する。 

保健福祉課 

２ 町ホームページの更新 
子育てに関する事業に関する事業関す。情報に関する談窓口の情報

提供の充実を図る。 
総 務 課 

 

＜児童健全育成支援＞ 

№ 事 業 名 事 業 の 内 容 担 当 課 

１ 児童遊園設置 児童の健全な遊び場を提供する。 保健福祉課 

２ わんぱく水泳教室 夏休みに、小学生を対象として水泳教室を実施する。 教育委員会 

３ 柔道教室 小学生を対象として柔道教室を実施する。。 教育委員会 

４ 剣道教室 小学生を対象として剣道教室を実施する。 教育委員会 

５ 
小学生スポーツチャレンジ

教室 

小学生を対象に、サッカー・バレーボ－ル・バスケットボール等の

スポーツ教室を実施する。 
教育委員会 
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＜子育てへの経済的負担の軽減＞ 

№ 事 業 名 事 業 の 内 容 担 当 課 

1 保育所通園バス補助事業 
保育所通園バスの運行に要する経費を補助し、保護者の通園にかか

る費用を間接的に軽減する。 
保健福祉課 

2 就学援助事業 
経済的理由により就学が困難な児童・生徒に対して援助を行い、義

務教育の円滑な実施を図る。 
教育委員会 

3 子ども育成支援金支給事業 
小学校就学前３ヶ年（３～5 歳）の児童に、年額 3 万円を支給す

る。 
保健福祉課 

4 出産育児一時金 
子どもが生まれた世帯（国民健康保険加入世帯）に対し、43万円

を支給する。 
保健福祉課 

5 
子育て支援（乳児おむつ等

支給）事業 

0歳児のおむつ・粉ミルク・清拭剤を購入する費用の一部を助成す

る。（月額5,000円） 
保健福祉課 

6 
子育て支援（小中学校入学

祝金支給）事業 

小中学校入学時に祝金を支給する。（小学校：3万円、中学校：５

万円） 
教育委員会 

7 
家庭ごみ用指定袋等交付事

業 

３歳未満の児童がいる世帯及び児童扶養手当・特別児童扶養手当・

ひとり親家庭等医療費助成事業の対象となっている世帯に対し家

庭ごみ用指定袋を支給する。 

町 民 課 

 

２．母性・乳幼児等の健康の確保・推進 

＜子どもや母親の健康の確保＞ 

№ 事 業 名 事 業 の 内 容 担 当 課 

1 母子健康手帳の交付 
妊娠中から幼児までの母子の健康記録のため、妊娠届時に交付す

る。 
保健福祉課 

2 特定不妊治療費助成事業 
特定不妊治療に要した費用に対して、1年度当たり10万円を限度

に通算2年間助成する。 
保健福祉課 

3 妊婦健康診査 
妊娠期の健康管理のため、妊娠中14回の妊婦健診について全額を

補助する。 
保健福祉課 

4 妊産婦・新生児訪問事業 
育児不安の軽減、出産後の母子の健康管理のために希望者に家庭訪

問を行う。 
保健福祉課 

5 乳幼児健康診査 

育児不安の軽減関疾病・異常の早期育児不安の軽減関疾病・異常の

期、１歳６ｹ月児及び３歳児は町で行い、1歳児は医療機関に委託し

て行う。 

保健福祉課 

6 幼児歯科健診 

6歳までの幼児に対し、虫歯予防・生活習慣病予防・歯科医師の診

察・虫歯予防のためのフッ素塗布・歯科衛生士のブラッシング指導

をする。 

保健福祉課 

7 家庭訪問事業 
母子の健やかな発達のために、必要に応じて保健師が家庭訪問を行

う。 
保健福祉課 

8 未熟児養育医療給付事業 出生体重2,000ｇ以下の未熟児に対して、医療給付を行う。 保健福祉課 
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№ 事 業 名 事 業 の 内 容 担 当 課 

9 すくすく相談 

６～７ヶ月児に対し、乳児期からの食生活及び生活リズムを中心と

した健康づくりを目的に身体計測や栄養士による離乳食相談を行

う。 

保健福祉課 

 

＜小児医療の充実＞ 

№ 事 業 名 事 業 の 内 容 担 当 課 

1 乳児医療費助成事業 0歳児の医療費（入院・通院）を全額助成する。 保健福祉課 

2 幼児等医療費助成事業 1歳児～中学校卒業までの児童の医療費（入院・通院）を助成する。 保健福祉課 

3 
小児慢性特定疾患治療研究

事業 
要綱上定められた特定の疾患に対する医療費を補助する。 保健福祉課 

 

３．子どもの心身の健やかな成長のための教育環境づくり 

＜家庭や地域の教育力の向上＞ 

№ 事 業 名 事 業 の 内 容 担 当 課 

1 ブックスタート事業 
赤ちゃんと保護者が絵本を介して向き合い「あたたかく楽しいこと

ばのひととき」を持つことを支援する。 
教育委員会 

2 親子文庫 小学校２～5年生の親子にセットで図書の貸出しをする。 教育委員会 

3 出雲崎ッズ 
毎月２回の土曜日を利用して、自然観察や手づくりによるおもちゃ

づくりをしながら友達づくりを行う。 
教育委員会 

4 小学校家庭教育学級 
少年期の特徴を理解し、親の教育に対する心構え、考え方、家庭教

育について学習する。 
教育委員会 

5 中学校家庭教育学級 
中学生期における心理的、身体的な発達の特徴に対して親としての

あり方を学習する。 
教育委員会 

6 奨学金貸与事業 

高校及び大学等（短大・専修学校含む）にに学すするに奨学金を貸

与する。 

・高校に在学する者：月１万円 

・大学等に在学する者 県内進学者：月３万円 

県外進学者：月５万円 

教育委員会 

7 社会科教育副読本配布事業 
出雲崎町の自然・歴史・産業に触れ、新潟県内外の地域とのつなが

りを学習することに役立てるため、毎年小学校4年生に配布する。 
教育委員会 

8 スクールバス運行 小学校の通学バスを運行する。 教育委員会 

9 子ども手当 
中学校修了前の児童を養育している世帯の保護者について、児童一

人当たり月額13,000円の子ども手当を支給する。 
保健福祉課 

10 めばえ教室 
１～3歳児とその養育者を対象に、子ども同士のふれあいや親子遊

び学ぶための教室を行う。 

教育委員会

保健福祉課 

 

 

 


